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政治資金監査報告書の記載について（通知） 

 政治資金監査に係る取組につきましては、日頃からご協力いただきありがとうございます。 

 さて、平成２６年分政治資金収支報告書に係る政治資金監査で貴殿の作成した政治資金監

査報告書について、当初の収支報告書提出時に下記のとおりであったとの報告を受けており

ます。 

 今後の政治資金監査報告書作成にあたりましては、政治資金監査マニュアル「Ⅶ．政治資

金監査報告書」の記述をご参考の上、また、政治資金監査チェックリスト及び政治資金監査

報告書チェックリストをご活用の上、記載例に従った政治資金監査報告書の作成に努めてい

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 なお、本通知は、政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第 19条の 30第１項第５号

に基づく指導・助言として発出するものであることを申し添えます。 

記 

・政治資金監査報告書の日付に記載されている年が、監査対象年に係る適切な年でない（定期分：

監査対象年の翌年でない。解散分：政治団体でなくなった日から６０日以内の収支報告書提出ま

での期間に係る年でない。）。 

・国会議員関係政治団体の名称が、収支報告書（その１）の表紙と一致していない。 

・国会議員関係政治団体の代表者の氏名が、収支報告書（その１）の表紙と一致していない。 

・登録政治資金監査人の署名が、自署ではない、又は自己の印が押されていない。 

・登録番号に記入漏れがある。 

・研修修了年月日に記入漏れがある。 

・政治資金監査報告書が、政治資金規正法施行規則別記 12 号様式の４［第 29 号様式］のとおり、

「１ 監査の概要」、「２ 監査の結果」及び「３ 業務制限」の３項目から構成されていない、

又はＡ４の用紙で作成されていない。 

・「１ 監査の概要」が（１）～（４）の４項目から構成されていない。 

・「２ 監査の結果」が（１）～（４）の４項目から構成されていない。 

・収支報告書（支出に係る分に限る。）に計算誤りがある。 

 

資料Ａ 別紙７ 

委員限り 

文書のタイトルをどうするか。 

 

 

○指導文書の構成（イメージ） 

 

指導の趣旨をどのように示すのが適当か。 

該当した確認項目をどのように示すの

が適当か。 
根拠条文を示す必要があるか。 

 

 

指導の内容をどのように示すのが適当か。 


